


























・ユ ーティリティ設備会社・・・公益事業または発電， 送電組合 (transmission cooperative)

で 1974 年州法 216B の規制を受ける会社。 これらの会社が所有する土地は， 上記規制で

定められた方法で利用するかもしくは， 家族農場， 家族農業会社， 家族農業トラスト， 家

族農業パートナ ー シップ， 家族農業有限責任会社へのリースを除き， 農業を行ってはなら

ない。

・開発会社 (development org皿ization) ・・・会社，有限パートナー シップ，有限責任会社，

年金•投資基金で農地に対して非農業的利用に関心を有する会社。 こうした事業体により

取得された土地は， 非農業地域に区分され， 自治体 (incorporate) の区域内に所在している

場合には， その事業体が， 購入から6年以内に非農業目的で利用する文書による計画をも

っている場合にのみ購入が許される。 このような土地は， 非農業の事業の運営に必要な面

積だけ保有することができる。 非農業の利用について未決の場合は， 農業を行うことに制

限を受けない事業体 （家族農場， 家族農業会社， 家族農業トラスト， 認定農業会社， 認定

畜産会社， 家族農業パートナー シップ， 認定農業パートナー シップ， 家族農業有限責任会

辻）にリ ースする場合を除き， 農業を行うことはできない。

・非営利会社・・・州法もしくは連邦法により免税が認められた会社で， 非農業用途のた

めに土地を使用するか， もしくは農地リースが法的に認められた下記の事業体に貸し付け

ることができる。 すなわち， 家族農場， 家族農業会社， 認定農業会社， 認定畜産会社， 家

族農業有限責任会社， 家族農業トラスト， 認定農業有限責任会社， 家族農業パー トナー シ

ップ， 認定農業パートナ ー シップ。

• 免除される土地 (exempt land) ・・・合法的に農地を取得したが， 後のミネソタのコ ー

ポレートファ ーミング法の修正で， 農地の所有を禁じられた， 会社， 年金•投資基金， 有

限パートナ ー シップ， トラストは， 修正法の拘束を受けない (grandfllther) 。

ー会社が， 1973 年 5 月 20 日以前に所有もしくはリースした農地。

一年金•投資基金が， 1981 年 5 月 12 日以前に所有もしくはリ ー スした農地。

ー有限パー トナー シップが， 1988 年5月 1 以前に所有もしくはリースした農地。

ートラストが，少M法 2000 の第477条施行以前に所有もしくはリー スした農地。

これらの会社，年金•投資基金，有限パートナー シップ，トラストはまた， 5年ごとに，

以前の制限で許される保有の 20%を超えない比率で農場の運営を拡大することができる。

また汚染を防止 (control) する要請に答えるために必要な（土地の）購入も合理的な範囲内

で許可される。

．贈与による土地 (gifted land) ・・・教育， 宗教， 慈善の非営利会社， もしくは有限パー

トナー シップ， 有限責任会社， 年金•投資基金が，贈与により取得した土地。 ただし， そ

れらの上地は， その目的が上 2 つである場合を除き， 10 年以内に処分しなければならな

し\0

・負債の回収または先取特権の行使により取得された土地 (repossessed land) ・・・会社，
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